
第2節 朝鮮半島
朝鮮半島では、半世紀以上にわたり同一民族の南北分

断状態が続いている。現在も、非武装地帯（
Demilitarized Zone

DMZ）を挟
んで、160万人程度の地上軍が厳しく対峙している。

このような状況にある朝鮮半島の平和と安定は、わが

国のみならず、東アジア全域の平和と安定にとってきわめ
て重要な課題である。

（図表Ⅰ-1-2-1参照）
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（注）　資料は、「ミリタリーバランス（2013）」などによる。
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北朝鮮
1　全般
北朝鮮は、思想、政治、軍事、経済などすべての分野

における社会主義的強国の建設を基本政策として標榜し1、
その実現に向けて「先軍政治」という政治方式をとってい
る。これは、「軍事先行の原則に立って革命と建設に提起
されるすべての問題を解決し、軍隊を革命の柱として前面
に出し、社会主義偉業全般を推進する領導方式」と説明さ
れている2。実際に、指導者の金

キム・ジョンウン
正恩国防委員会第1委員

長は軍を掌握する立場にあり、13（同25）年1月の「新
年の辞」3において、「軍力（軍事力）はすなわち国力であり、
軍力をあらゆる方面から強化する道に強盛国家もあり、人
民の安寧と幸福もある」と述べるなど軍事力の重要性に言
及しているほか、軍組織の視察などを多く行っている。こ
れらのことなどから、軍事を重視し、かつ、軍事に依存す
る状況は、今後も継続すると考えられる。

 

北朝鮮は、現在も深刻な経済困難に直面し、食糧など
を国際社会の支援に依存しているにもかかわらず、軍事面
に資源を重点的に配分し、戦力・即応態勢の維持・強化に
努めていると考えられる。また、その軍事力の多くは

DMZ付近に展開している。なお、13（同25）年4月の
最高人民会議における北朝鮮の公式発表によれば、北朝鮮
の同年度予算に占める国防費の割合は、16.0%となって
いるが、これは、実際の国防費の一部にすぎないとみられ
ている。

さらに、北朝鮮は、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開
発などを続けるとともに、大規模な特殊部隊を保持するな
ど、いわゆる非対称的な軍事能力を維持・強化していると
考えられるほか4、朝鮮半島において軍事的な挑発行動を
繰り返している。

北朝鮮のこうした軍事的な動きは、朝鮮半島の緊張を
高めており、わが国を含む東アジア全域の安全保障にとっ
て重大な不安定要因となっている。

北朝鮮の核兵器保有が認められないことは当然である
が、同時に、弾道ミサイルの開発・配備の動きや朝鮮半島
における軍事的対峙、北朝鮮による大量破壊兵器や弾道ミ
サイルの拡散の動きなどにも注目する必要がある。

北朝鮮がきわめて閉鎖的な体制をとっていることなど
から、北朝鮮の動向の詳細や意図を明確に把握することは
困難であるが、わが国として強い関心を持って注視してい
く必要がある。

2　大量破壊兵器・弾道ミサイル
北朝鮮の大量破壊兵器については、核兵器計画をめぐる

問題のほか、化学兵器や生物兵器の能力も指摘されている。
北朝鮮の核問題は、わが国の安全保障に影響を及ぼす

問題であるのみならず、大量破壊兵器の不拡散の観点から
国際社会全体にとっても重要な問題である。北朝鮮は05

（同17）年に核兵器製造を公言し、12（同24）年に改正
された憲法において自らを「核保有国」である旨明記した

1

1　北朝鮮はこれまで、故金
キム・イルソン

日成国家主席の生誕100周年にあたる12（平成24）年に「強盛大国」の扉を開くとしてきたが、最近では「強盛国家」との
表現も用いられている。

2　朝鮮労働党機関紙「労働新聞」および朝鮮労働党機関誌「勤労者」共同論説（99（平成11）年6月16日）
3　北朝鮮では、94（平成6）年まで、毎年1月1日に金日成国家主席による「新年の辞」の演説が行われてきたが、同国家主席死去後の95（同7）年以

降12（同24）年までの間は、これに代わり、朝鮮労働党機関紙「労働新聞」、朝鮮人民軍機関紙「朝鮮人民軍」、金日成社会主義青年同盟機関紙「青
年同盟」の3紙による「新年共同社説」が発表されていた。

4　このほか、サーマン在韓米軍司令官は、12（平成24）年10月の米陸軍協会における講演で、「北朝鮮は、かなり高いサイバー戦能力を保持しており、
その能力を高め続けている」と述べ、北朝鮮が近年、サイバー空間における攻撃能力の増強に力を入れているとの認識を示している。また、13（同
25）年1月、韓国警察庁は、12（同24）年6月に発生した韓国報道機関へのサイバー攻撃に関し、攻撃元が北朝鮮の使用するIPアドレスであったと
の捜査結果を発表しているほか、13（同25）年4月、韓国の官民軍合同対応チームは、同年3月に発生した韓国報道機関や金融機関へのサイバー攻撃
に関し、北朝鮮の関与が推定されるとする中間調査結果を発表している。
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のをはじめ、自らが核保有国であるとの主張を繰り返して
いるが、北朝鮮による核兵器の保有は断じて認められない。
しかしながら、13（同25）年2月、北朝鮮は国際社会か
らの自制要求を顧みず、核実験を行った5。北朝鮮による
核実験は、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となりうる弾
道ミサイルの長射程化などの能力増強を行っていることと
あわせ考えれば、わが国の安全に対する重大な脅威であり、
北東アジアおよび国際社会の平和と安定を著しく害するも
のとして断じて容認できない。

弾道ミサイルについては、既存の弾道ミサイルの配備、
長射程化や固体燃料化6などのための研究開発が進められ
ていると考えられるほか、北朝鮮による拡散についての指
摘がなされている7。12（同24）年12月の「人工衛星」
と称するミサイル発射により、北朝鮮が弾道ミサイルの長
射程化や精度向上に資する技術を進展させていることが示
され、北朝鮮の弾道ミサイル開発は新たな段階に入ったと
考えられる。北朝鮮の弾道ミサイル問題は、核問題ともあ
いまって、その能力向上の観点、移転・拡散の観点の双方
から、北東アジアのみならず広く国際社会にとってもより
現実的で差し迫った問題となっており、その動向が強く懸
念される。

（1）核兵器
ア　六者会合などをめぐる主な動き

北朝鮮による核開発問題については、平和的な方法に
よる朝鮮半島の検証可能な非核化を目標として、03（同
15）年8月以降、6回にわたって六者会合が開催されてい
る。05（同17）年の第4回六者会合では、北朝鮮による「す
べての核兵器および既存の核計画」の放棄を柱とする共同
声明が採択された。06（同18）年には、北朝鮮による7
発の弾道ミサイルの発射や核実験実施8、それらに対する

国連安保理決議第1695号および第1718号の採択なども
あり、協議は一時中断していたが、北朝鮮はその後第5回
六者会合に復帰し、07（同19）年10月の第6回六者会
合では、北朝鮮が同年末までに寧

ヨンビョン
辺の核施設の無能力化を

完了し、「すべての核計画の完全かつ正確な申告」を行う
ことなどが合意された。しかしながら、その合意内容の履
行は完了しておらず9、六者会合は08（同20）年12月以
降、中断している。

北朝鮮は09（同21）年にふたたびミサイル発射や核実

5　13（平成25）年2月12日午前11時59分頃、北朝鮮付近を震源とする、通常の波形とは異なる自然地震ではない可能性のある地震波を気象庁が観測し、
また、同日、朝鮮中央通信を通じ北朝鮮が核実験を実施し成功させた旨公表があった。これらを踏まえ、政府において、米国や韓国などと連絡を取り
つつ、事実関係の確認を行った。政府としては、以上の諸情報を総合的に勘案した結果、北朝鮮が核実験を実施したものと判断した。

6　一般的に、固体燃料推進方式のミサイルは、推進剤が前もって装填されていることから即時発射が可能であり発射の兆候が事前に察知されにくいこと、
保管や取扱いが容易であることなどの点で、液体燃料推進方式のミサイルよりも軍事的に優れているとされる。

7　北朝鮮による大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散活動について、13（平成25）年3月の米国家情報長官「世界脅威評価」は、「北朝鮮が弾道ミサイル
や関連物資をイランやシリアを含む複数の国家に輸出していることや、（07（同19）年に破壊された）シリアにおける原子炉の建設を援助したことは、
北朝鮮の拡散活動の範囲を示すものである」と指摘している。また、13（同25）年5月に米国防省が公表した「朝鮮民主主義人民共和国の軍事および
安全保障の進展に関する報告」は、北朝鮮が国連安保理決議に基づく各国の取組を迂回するため、複数のダミー企業などを介した輸送などのさまざま
な手法を利用している旨指摘している。

8　06（平成18）年10月27日、わが国が収集した情報とその分析ならびに米国や韓国の分析などをわが国独自で慎重に検討・分析した結果、政府として、
北朝鮮が核実験を行った蓋然性が極めて高いものと判断するに至った。

9　08（平成20）年6月、北朝鮮は核計画の申告を提出したが、13（同25）年5月現在、検証の具体的な枠組に関する合意は得られていない。
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験を行い10、国際社会は北朝鮮に対する追加的な措置を決
定する国連安保理決議第1874号を同年6月に採択した。
その後、南北の六者会合首席代表会談や米朝高官会談が行
われた11が、六者会合の再開には至っておらず、12（同
24）年12月の北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイ
ル発射を受け、13（同25）年1月には、北朝鮮に対する
これまでの決議による制裁を拡充・強化することなどを内
容とする国連安保理決議第2087号が採択された。これ以
降、北朝鮮は、六者会合および05（同17）年の六者会合
共同声明はもはや存在せず、今後の非核化に関する対話も
否定する旨の声明を発表している。

13（同25）年2月の北朝鮮による核実験実施を受け、
同年3月には、対北朝鮮制裁の追加・強化を含む強い内容
が含まれる国連安保理決議第2094号が採択された。これ
に前後して北朝鮮は、本決議の採択や米韓連合演習の実施
に対し、92（同4）年に韓国との間で交わされた朝鮮半
島の非核化に関する共同宣言を完全に白紙化する旨の声明
や、米国などに対する核先制攻撃を示唆する声明を発表す
るなど、強硬な主張を頻繁に繰り返している。北朝鮮は、
自衛的手段としてやむを得ず核兵器を保有したとし、自ら
の核兵器保有を正当化しているほか、13（同25）年3月に、
核抑止力さえしっかりしていれば安心して経済建設と人民
生活向上に集中できるとして、経済建設と核武力建設を並
行して進めていくとの方針を決定し、同年4月には、「自
衛的核保有国の地位をさらに強固にすることについての法」
を定めるなど、核兵器開発を今後も進めていく姿勢を崩し
ていない。

北朝鮮は、特に13（同25）年2月の核実験実施以降、
核抑止力の保有・強化に関する主張を繰り返している。一
方で、北朝鮮の核問題に対する対応については、核兵器保

有国としての地位の承認を前提としつつ、意図的に緊張を
高めることによって米国などとの交渉を優位に進め、何ら
かの見返りを得ようとするいわゆる瀬戸際政策であるとの
見方もある。北朝鮮の究極的な目標は体制の維持であると
指摘されていることを踏まえれば、これらは相互に排他的
なものではないとも考えられる。

北朝鮮の核問題の解決にあたっては、日米韓が緊密な
連携を図ることが重要であることは言うまでもないが、六
者会合の他の参加国である中国、ロシアなどの諸国や国連、
国際原子力機関（

International Atomic Energy Agency
IAEA）といった国際機関の果たす役割

も重要である。
イ　核兵器計画の現状

北朝鮮の核兵器計画は、北朝鮮がきわめて閉鎖的な体
制をとっていることもあり、その詳細について不明な点が
多い。しかしながら、過去の核開発の状況が解明されてい
ないことや、06（同18）年10月、09（同21）年5月に
加え、13（同25）年2月にも核実験を行ったことなどを
考えれば、核兵器計画が相当に進んでいる可能性は排除で
きない12。

核兵器の原料となり得る核分裂性物質13であるプルト
ニウムについて、北朝鮮はこれまで製造・抽出を数回にわ
たり示唆してきたほか14、09（同21）年6月には、新た
に抽出されるプルトニウムの全量を兵器化することを表明
している15。北朝鮮は13（同25）年4月、07（同19）
年10月の第6回六者会合で無能力化が合意された原子炉
を含む、寧辺のすべての核施設を再整備、再稼働する方針
を表明した。当該原子炉などの再稼働は、北朝鮮によるプ
ルトニウム製造・抽出につながりうることから、その動向
が強く懸念される。

また、同じく核兵器の原料となりうる高濃縮ウランに

10　政府としては、09（平成21）年5月25日に北朝鮮が朝鮮中央通信を通じて地下核実験を実施し成功させた旨を公表したことおよび気象庁が通常の波
形とは異なる北朝鮮の核実験による可能性のある地震波を探知したことから、北朝鮮が同日に核実験を行ったものと考えている。

11　12（平成24）年2月、北朝鮮は、同月に行われた米朝高官会談の結果として、寧
ヨン

辺
ビョン

におけるウラン濃縮活動の一時停止、核実験の実施猶予、長距離ミ
サイル発射の実施猶予などを表明したが、同年4月の北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発射に対し、米国が実施を予定していた栄養支援の
見合わせを表明し、国連安保理が発射を強く非難する議長声明を発出すると、北朝鮮はこれらに反発し、合意にはもはや拘束されないことを宣言した。

12　12（平成24）年1月の米国家情報長官「世界脅威評価」は、「（06年と09年の実験は）北朝鮮が核兵器を製造したとのわれわれの評価を補強するもの
である」と指摘している。

13　プルトニウムは、原子炉でウランに中性子を照射させることで人工的に作り出され、その後、再処理施設において使用済の燃料から抽出し、核兵器の
原料として使用される。一方、ウランを核兵器に使用する場合は、自然界に存在する天然ウランから核分裂を起こしやすいウラン235を抽出する作業（濃
縮）が必要となり、一般的に、数千の遠心分離機を連結した大規模な濃縮施設を用いてウラン235の濃度を兵器級（90％以上）に高める作業が行われる。

14　北朝鮮は03（平成15）年10月に、プルトニウムが含まれる8,000本の使用済み燃料棒の再処理を完了したことを、05（同17）年5月には、新たに8,000
本の使用済み燃料棒の抜き取りを完了したことをそれぞれ発表している。

15　シャープ在韓米軍司令官（当時）は、11（平成23）年4月の下院軍事委員会で「いくつかの核兵器に十分な量のプルトニウムを保有していると評価し
ている」と証言している。また、韓国の「2012国防白書」は、北朝鮮が40kg余りのプルトニウムを保有していると推定している。
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ついては、米国が02（同14）年に、北朝鮮が核兵器用ウ
ラン濃縮計画の存在を認めたと発表し、その後、北朝鮮は
09（同21）年6月にウラン濃縮活動への着手を宣言した。
さらに北朝鮮は10（同22）年11月に、訪朝した米国人
の核専門家に対してウラン濃縮施設を公開し、その後、数
千基規模の遠心分離機を備えたウラン濃縮工場の稼動に言
及した。北朝鮮は、濃縮ウランは軽水炉の燃料として使用
されるものであり、ウラン濃縮活動は核の平和利用にあた
ると主張しているが、ウラン濃縮に関する北朝鮮の一連の
動きは、北朝鮮が、プルトニウムに加えて、高濃縮ウラン
を用いた核兵器開発を推進している可能性があることを示
すものであると考えられる16。

13（同25）年1月に国連安保理決議第2087号が採択
されて以降、北朝鮮は、核実験の実施を示唆する声明など
を発表していた17。これに対し、わが国を含む国際社会は、
北朝鮮に対し核実験を行わないよう強く求めてきたにもか
かわらず、同年2月、北朝鮮は核実験を行った18。北朝鮮
は、今回の核実験により、必要なデータの収集を行うなど
して核兵器計画をさらに進展させた可能性が高い。

北朝鮮は、その核兵器計画の一環として、核兵器を弾道
ミサイルに搭載するための努力をしているものと考えられる。
一般に、核兵器を弾道ミサイルに搭載するための小型化に
は相当の技術力が必要とされているが、米国、ソ連、英国、
フランス、中国が60年代までにこうした技術力を獲得した
とみられることを踏まえれば、北朝鮮が、比較的短期間の
うちに、核兵器の小型化・弾頭化の実現に至っている可能
性も排除できず19、関連動向に注目していく必要がある。

（2）生物・化学兵器
北朝鮮の生物兵器や化学兵器の開発・保有状況につい

ては、北朝鮮の閉鎖的な体制に加え、生物・化学兵器の製
造に必要な物資・機材・技術の多くが軍民両用であるため
偽装も容易であることから、詳細については不明である。
しかし、生物兵器については、87（昭和62）年に生物兵
器禁止条約を批准したものの、一定の生産基盤を有してい
るとみられている。また、化学兵器については、化学兵器
禁止条約には加入しておらず、化学剤を生産できる複数の
施設を維持し、すでに相当量の化学剤などを保有している
とみられている20。

（3）弾道ミサイル
北朝鮮の弾道ミサイルは、北朝鮮がきわめて閉鎖的な体

制をとっていることもあり、大量破壊兵器同様その詳細に
ついては不明な点が多いが、北朝鮮は、軍事能力強化の観
点に加え、政治外交的観点や外貨獲得の観点21などから、
弾道ミサイル開発に高い優先度を与えていると考えられる。
ア　スカッド

北朝鮮は、80年代半ば以降、スカッドBやその射程を
延長したスカッドC22を生産・配備するとともに、これら
の弾道ミサイルを中東諸国などへ輸出してきたとみられて
いる。
イ　ノドン

90年代までに、北朝鮮は、ノドンなど、より長射程の
弾道ミサイル開発に着手したと考えられる。すでに配備さ
れていると考えられるノドンは、単段式の液体燃料推進方

16　12（平成24）年1月の米国家情報長官「世界脅威評価」は、「北朝鮮の（ウラン濃縮施設の）公開は、北朝鮮がこれまでウラン濃縮能力を追求してき
たとの米国の長年にわたる評価を裏付けるものである」と指摘している。また、韓国の「2012国防白書」においては、「2009年4月の外務省報道官
の「ウラン濃縮」についての言及や2010年11月のウラン濃縮施設の公開などを考慮すると、北朝鮮は高濃縮ウラン（HEU：Highly Enriched 
Uranium）プログラムを行っていると評価される」との指摘がなされている。

17　たとえば、13（平成25）年1月24日には、北朝鮮の国防委員会が、「われわれが引き続き発射することになる各種の衛星と長距離ロケットも、われわ
れが行う高い水準の核実験も、わが人民の不倶戴天の敵である米国を狙うようになるということを隠さない」との声明を発表している。

18　北朝鮮は、「第3回地下核実験を成功裏に行った」「以前とは異なり、爆発力が大きいながらも小型化・軽量化された原子爆弾を使用し、高い水準で安全
かつ完璧に行われた」「多種化されたわれわれの核抑止力の優秀な性能が物理的に誇示された」などと発表している。

19　10（平成22）年2月に米国防省が公表した「弾道ミサイル防衛見直し」（BMDR：Ballistic Missile Defense Review）は、「われわれは、北朝鮮が安
全保障戦略を今後10年間変更しない場合、北朝鮮が立証された運搬システムに核弾頭を搭載することが可能となるということを想定しなくてはならな
い」と指摘している。

20　たとえば、韓国の「2012国防白書」は、「（北朝鮮は）1980年代から化学兵器を生産し始め、約2,500～5,000トンの様々な化学兵器を全国に分散し
た施設に貯蔵していると推定される。また、北朝鮮は炭

たん

疽
そ

菌
きん

、天
てん

然
ねん

痘
とう

、ペスト、コレラ、出血熱など様々な種類の生物兵器を独自に培養し、生産しう
る能力を保有していると推定される」と指摘している。また、13（平成25）年5月の米国防省「朝鮮民主主義人民共和国の軍事および安全保障の進展
に関する報告」は、「北朝鮮は、火砲や弾道ミサイルを含むさまざまな通常兵器を改良することにより、化学兵器を使用できる可能性がある」と指摘し
ている。

21　北朝鮮は自ら、「外貨稼ぎを目的」に弾道ミサイルを輸出していると認めている。（98（平成10）年6月16日「朝鮮中央通信」論評、02（同14）年
12月13日北朝鮮外務省報道官談話）

22　スカッドBおよびスカッドCの射程は、それぞれ約300km、約500kmとみられている。
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図表Ⅰ-1-2-2  12（平成24）年12月12日の北朝鮮による「人工衛星」と称するミサイル発射について

約690km

9時49分頃

予告落下区域

予告落下区域

予告落下区域

2段目の推進装置
とみられる物体

3段目の推進装置と
みられるものを含む物体

先端部の「外郭覆い」と
みられる物体

1段目の推進装置
とみられる物体

東倉里（トンチャンリ）地区

軌道傾斜角約97度の地球周回
軌道に何らかの物体（※）を投入

させたものと推定

9時59分頃～ 10時01分頃

約500km
約430km

軌道傾斜角約97度の地球周回
軌道に何らかの物体（※）を投入

させたものと推定

ミサイル発射

北朝鮮

約460km

9時58分頃 10時03分頃 10時09分頃
わが国領域

2段目の推進装置と
みられる物体

先端部の「外郭覆い」
（フェアリング）とみられる物体1段目の推進装置

とみられる物体

3段目の推進装置とみられる
ものを含む物体

予告落下区域予告落下区域予告落下区域

約2600km

東倉里（トンチャﾝリ）
地区からの距離

※ 当該物体が人工衛星と
しての機能を果たして
いるとは考えられない。

※当該物体が人工衛星としての機能を
果たしているとは考えられない。

GTOPO30（USGS）およびETOPO1（NOAA）を使用
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となどから、スカッド、ノドン、ムスダンなどのTEL搭
載式ミサイルの発射については、その詳細な発射位置や発
射のタイミングなどに関する個別具体的な兆候を事前に把
握することは困難であると考えられる。
オ　テポドン2

テポドン2は、1段目にノドンの技術を利用したエンジ
ン4基を、2段目に同様のエンジン1基をそれぞれ使用し
ていると推定されるミサイルである。射程については、2
段式のものは約6,000kmとみられ、3段式である派生型
については、ミサイルの弾頭重量を約1トン以下と仮定し
た場合、約1万km以上におよぶ可能性があると考えられる。
テポドン2は、06（同18）年7月、北朝鮮北東部沿岸地
域のテポドン地区から発射され、発射数十秒後に高度数
kmの地点で、1段目を分離することなく空中で破損し、
発射地点の近傍に墜落したと考えられる。また、北朝鮮は
09（同21）年4月、「人工衛星」を打ち上げるとして、
同地区からテポドン2または派生型を利用したとみられる
発射を行った。この発射については、わが国の上空を飛び
越えて3,000km以上飛翔し、太平洋に落下したと推定さ
れる。北朝鮮は、12（同24）年4月にも、「人工衛星」
を打ち上げるとして、北朝鮮北西部沿岸地域の東

トンチャンリ
倉里地区

から、テポドン2または派生型を利用したとみられる発射
を行ったが、ミサイルは1分以上飛翔し、数個に分かれて
黄海に落下しており、発射は失敗したと考えられる26。

同年12月、北朝鮮は再び「人工衛星」を打ち上げると
して、同地区からテポドン2派生型を利用した発射を行っ
た。この発射については、落下物がいずれも北朝鮮が事前
に設定した予告落下区域に落下し、3段目の推進装置とみ
られるものを含む物体は軌道を変更しながら飛翔を続け、
地球周回軌道に何らかの物体を投入させたことなどが推定
される27。これらのことから、この発射により、北朝鮮が

多段階推進装置の分離技術など弾道ミサイルの長射程化に
資する技術や、姿勢・誘導制御技術など精度の向上に資す
る技術を進展させていることが示されたと考えられる。特
に長射程化に関する技術については、この発射などで検証
された技術により北朝鮮が長射程の弾道ミサイルを開発し
た場合、いくつかの関連技術について依然明らかでない点
はあるものの、その射程は米国本土の中部や西部などに到
達する可能性があると考えられることから、大きく進展し
ていると考えられる。

北朝鮮は、この発射後も、「人工衛星の打上げ」を継続
するとともに、より強力な運搬ロケットを開発・発射して
いくと主張しており、今後も、長射程の弾道ミサイルの実
用化に向けたさらなる技術的検証のため、「人工衛星」打
上げを名目にした同様の発射を繰り返すなどして、長射程
の弾道ミサイル開発を一層進展させる可能性が高い28。

北朝鮮は、現在、以上のような弾道ミサイルに加え、
射程約120kmと考えられる固体燃料推進方式の短距離弾
道ミサイル「トクサ」の開発も行っていると考えられる29

ほか、12（同24）年4月に行われた閲兵式（軍事パレード）
で登場した新型ミサイルは、長射程の弾道ミサイルの可能
性があると考えられる30。また、既存の弾道ミサイルにつ
いても、長射程化などの改良努力が行われている可能性に
注意を払っていく必要がある。

北朝鮮が発射実験をほとんど行うことなく、弾道ミサ
イル開発を急速に進展させてきた背景として、外部からの
各種の資材・技術の北朝鮮への移転の可能性が考えられる。
また、弾道ミサイル本体ないし関連技術の移転・拡散を行
い、こうした移転・拡散によって得た利益でさらにミサイ
ル開発を進めているといった指摘31や、北朝鮮が弾道ミ
サイルの輸出先で試験を行い、その結果を利用していると
いった指摘もある。このほか、長射程の弾道ミサイルの発

26　北朝鮮は発射後、「地球観測衛星の軌道進入は成功しなかった」と発表し、発射が失敗したことを認めている。
27　地球周回軌道に投入されたと推定される何らかの物体が、何らかの通信や、地上との信号の送受信を行っていることは確認されておらず、当該物体が

人工衛星としての機能を果たしているとは考えられない。
28　今後、北朝鮮は、長射程の弾道ミサイルの実用化に向け、より高高度から高速で大気圏に再突入する弾頭を高熱から保護する技術、精密誘導技術、発

射施設を地下化・サイロ化するといった抗たん化技術などの追求を図っていく可能性がある。
29　ベル在韓米軍司令官（当時）は、07（平成19）年3月の下院軍事委員会で「北朝鮮は、新型で固体燃料推進方式の短距離弾道ミサイルを開発中である。

最近では、06（同18）年3月、このミサイルを成功裏に試験発射した。一旦運用可能な状態になれば、このミサイルは現行のシステムに比し、より機
動的かつ急速展開が可能で、一層短い準備期間での発射が可能となるだろう」と証言した。

30　クラッパー米国家情報長官は、13（平成25）年3月の上院情報特別委員会で「（北朝鮮は）昨年4月、危険な移動式の大陸間弾道ミサイルとみられる
ものを登場させた。まだ試験はなされていないものの、われわれは、北朝鮮がこのシステムの配備に向けた初期段階の措置に既に着手していると考え
ている」と証言した。

31　たとえば、ノドンと、イランのシャハーブ3やパキスタンのガウリの形状には類似点が見受けられ、ノドン本体ないし関連技術の移転などが行われた
可能性が指摘されている。
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射実験は、射程の短いほかの弾道ミサイルの射程の延伸、
弾頭重量の増加や命中精度の向上にも資するものであるた
め、12（同24）年12月の発射も含め、テポドン2など
長射程の弾道ミサイルの発射は、ノドンなど北朝鮮が保有
するその他の弾道ミサイルの性能の向上につながるものと
考えられる。

北朝鮮の弾道ミサイルについては、その開発・配備の
動向のみならず、移転・拡散の観点からも懸念されており、
引き続き注目していく必要がある。

（図表Ⅰ-1-2-2・3参照）

3　軍事態勢
（1）全般

北朝鮮は、全軍の幹部化、全軍の近代化、全人民の武
装化、全土の要塞化という四大軍事路線32に基づいて軍
事力を増強してきた。

北朝鮮の軍事力は、陸軍中心の構成となっており、総
兵力は約120万人である。北朝鮮軍は、現在も、依然と
して戦力や即応態勢を維持・強化していると考えられるも
のの、その装備の多くは旧式である。

一方、情報収集や破壊工作からゲリラ戦まで各種の活
動に従事する大規模な特殊部隊を保有し、その勢力は約
10万人に達すると考えられる33。また、北朝鮮の全土に
わたって多くの軍事関連の地下施設が存在するとみられて
いることも、特徴の一つである。

図表Ⅰ-1-2-3  北朝鮮の弾道ミサイルの射程

（注）　上記の図は､便宜上平壌を中心に、各ミサイルの到達可能距離を概略のイメージとして示したもの

テポドン１（射程約1,500㎞以上）

ムスダン（射程約2,500-4,000㎞） 

ノドン（射程約1,300㎞）

テポドン２
10,000km ニューヨーク

ワシントンＤ．Ｃ．
シカゴ

デンバー

サンフランシスコ

ロサンゼルス

ハワイ

アンカレッジ

東京平壌北京

沖縄
グアム

6,000km

4,000km

1,500km
1,300km

東倉里
(ﾄﾝﾁｬﾝﾘ)

テポドン

（射程約6,000㎞)
（派生型：射程約10,000km以上）

GTOPO30（USGS）を使用

32　62（昭和37）年に朝鮮労働党中央委員会第4期第5回総会で採択された。
33　北朝鮮の特殊部隊には軍関係のものと朝鮮労働党関係のものがあるとされていたが、09（平成21）年にこれらの組織が統合され、軍の下に「偵察総局」

が設置されたと伝えられており、13（同25）年3月には、北朝鮮の朝鮮中央放送が、金
キム・ヨンチョル

英哲大将を偵察総局長として報じたことから、同組織の存在が
公式に確認された。なお、サーマン在韓米軍司令官は、12（同24）年10月の米陸軍協会における講演で「北朝鮮は、世界最大の特殊部隊を保有して
おり、その兵力は6万人以上に上る」と述べているほか、韓国の「2012国防白書」は、「北朝鮮軍の特殊戦兵力は現在、20万人余りに達すると評価さ
れる」と指摘している。
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（2）軍事力
陸上戦力は、約100万人を擁し、兵力の約3分の2を

DMZ付近に展開していると考えられる。その戦力は、歩
兵が中心であるが、戦車3,500両以上を含む機甲戦力と
火砲を有し、また、240mm多連装ロケットや170mm
自走砲といった長射程火砲をDMZ沿いに常時配備してい
ると考えられ、首都であるソウルを含む韓国北部の都市・
拠点などがその射程に入っている。

海上戦力は、約650隻約10.3万トンの艦艇を有するが、
ミサイル高速艇などの小型艦艇が主体である。また、ロメ
オ級潜水艦約20隻のほか、特殊部隊の潜入・搬入などに
使用されると考えられる小型潜水艦約70隻とエアクッ
ション揚陸艇約140隻を有している。

航空戦力は、約600機の作戦機を有しており、その大
部分は、中国や旧ソ連製の旧式機であるが、MiG-29戦闘
機やSu-25攻撃機といった、いわゆる第4世代機も少数保
有している。また、旧式ではあるが、特殊部隊の輸送に使
用されるとみられているAn-2輸送機を多数保有している。

北朝鮮軍は、即応態勢の維持・強化などの観点から、
現在も各種の訓練を活発に行っている。他方、深刻な食糧
事情などを背景に、軍によるいわゆる援農活動なども行わ
れているとみられている。

4　内政
（1）金正恩体制の動向

北朝鮮においては、11（同23）年の金
キム・ジョンイル

正日国防委員
会委員長死去後、金正恩氏が12（同24）年4月までに朝
鮮人民軍最高司令官、朝鮮労働党第1書記および国防委員
会第1委員長に就任して事実上の軍・党・「国家」のトッ
プとなり、短期間で金正恩体制が整えられた。体制移行後
は、党関連会議の開催や決定事項などが多く公表されてお
り34、党を中心とした「国家」運営を行っているとの指摘

がある。その一方で、軍事力の重要性を強調しているほか、
軍組織の視察などを多く行っていることなどから、金正恩
国防委員会第1委員長は、引き続き軍事力を重視していく
ものと考えられる。

体制移行後、軍や内閣の高官を中心に、人事面で多く
の変化がみられており、これは金正恩国防委員会第1委員
長の権力基盤を強化する狙いがあるとも伝えられている。
なお、このような人事面での変化にともなう混乱はみられ
ず、また、北朝鮮では様々な「国家」的行事や金正恩国防
委員会第1委員長による現地指導も整斉と行われているこ
とから、体制は一定の軌道に乗っていると考えられる。一
方、貧富の差の拡大や外国からの情報の流入などにともな
う社会統制の弛緩などに関する指摘もなされており、体制
の安定性という点から注目される。

（2）経済事情
経済面では、社会主義計画経済の脆弱性に加え、冷戦

の終結にともなう旧ソ連や東欧諸国などとの経済協力関係
の縮小の影響などもあり、北朝鮮は慢性的な経済不振、エ
ネルギー不足や食糧不足に直面している。特に、食糧事情
については、引き続き海外からの食糧援助に依存せざるを
得ない状況にあるとみられている35。

こうした経済面での様々な困難に対し、北朝鮮ではこ
れまでにも、限定的な改善策や一部の経済管理システムの
変更が試みられてきたほか、他国との経済協力プロジェク
トも行われている模様である36。現在も、金正恩国防委員
会第1委員長が経済状況改善の必要性をたびたび強調する
など、北朝鮮は経済の立て直しを重要視しているとみられ
る37。一方、北朝鮮が現在の統治体制に影響を与えるよう
な構造的な改革を行う可能性は低いと考えられることから、
経済の現状を根本的に改善することには、様々な困難がと
もなうと考えられる。

34　たとえば、13（平成25）年2月には、朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議が開催され、金正恩国防委員会第1委員長が、国の安全と自主権を守ってい
く上で綱領的な指針となる重要な結論を述べた旨報道されたが、この会議の開催について報道されたのは初めてである。

35　12（平成24）年11月、国連世界食糧計画（WFP：The United Nations World Food Programme）および国連食糧農業機関（FAO：Food and 
Agriculture Organization of the United Nations）は、12（同24）年11月から13（同25）年10月までの主食の食糧総生産量を580万トンと予
想し、穀物の輸入必要量を50.7万トンと推定している。

36　たとえば、09（平成21）年末にはいわゆるデノミネーション（貨幣の呼称単位切下げ）などが行われたが、物資の供給不足などのため物価が高騰する
など経済が混乱し、これにともない社会不安が増大したとの指摘がある。他国との関係では、11（同23）年6月に北朝鮮北東部の羅

ラ

先
ソン

経済貿易地帯と、
北朝鮮北西部の黄

ファン

金
グム

坪
ピョン

・威
ウィ

化
ファ

島
ド

経済地帯の中朝共同開発プロジェクトの着工式が行われている。
37　12（平成24）年以降、北朝鮮は、一部の工場、協同農場などにおいて独自に経営管理を行う新たな経済措置を試験的に行っていると伝えられているが、

その実施状況などの詳細については不明である。

23日本の防衛

第2節 朝鮮半島

第
1
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど



5　対外関係
（1）米国との関係

米国は、他国と緊密に協力しつつ北朝鮮の核計画廃棄
に取り組む姿勢を明らかにし、六者会合を通じた核問題の
解決を図ろうとしている。六者会合の再開については、米
国は一貫して、北朝鮮が05（同17）年の六者会合共同声
明の遵守や南北関係の改善のための具体的な措置を講じる
ことが必要との立場を示している。

これに対し北朝鮮は、米国の北朝鮮に対する敵視政策
や米朝間の信頼関係の欠如が朝鮮半島の平和と非核化を妨
げているなどとして米国を非難し、信頼関係構築のため、
まず米朝間における平和協定締結が必要だと主張してい
た38。このように、以前から米朝の立場には隔たりがみら
れていたが、さらに13（同25）年1月の国連安保理決議
第2087号採択以降、北朝鮮は、米国の敵視政策がより危
険な段階に入っているとして、地域の平和と安全を保障す
るための対話の余地は残しつつ、世界の非核化が実現され
る以前の朝鮮半島の非核化は不可能であり、朝鮮半島の非
核化のための対話は今後なくなるであろうとしている。ま
た、北朝鮮は同年3月から4月まで実施されていた米韓連
合演習などに強く反発し、朝鮮軍事休戦協定の完全白紙化、
米国への核先制攻撃の示唆などの強硬な主張を繰り返しつ
つ39、米国による対北朝鮮政策の変更を強く主張している。

（2）韓国との関係
南北関係は、10（同22）年3月の韓国哨戒艦沈没事

件40、同年11月の延
ヨンピョンド

坪島砲撃事件41といった南北間の軍
事的な緊張をもたらす事案が発生するなど、李

イ・ミョンバク
明博政権下

では関係が悪化していた。12（同24）年12月の韓国大
統領選で朴

パ ク・ク ネ
槿恵候補が当選した後、北朝鮮は、金正恩国防

委員会第1委員長が13（同25）年1月の「新年の辞」に
おいて南北の対決状態の解消を呼びかけるなど、南北対話
に前向きとも取れる姿勢を見せていた。しかし、同月の国
連安保理決議第2087号採択後は、韓国を強く牽制する主
張を繰り返しており42、同年3月から4月にかけての米韓
連合演習実施などに対しては、南北の不可侵に関する全て
の合意の全面無効化などさらに強硬な主張を行い、韓国に
よる敵対行為などが続く限り南北対話や南北関係改善はな
いとしている43。

（3）中国との関係
中国との関係では、61（昭和36）年に締結された「中

朝友好協力および相互援助条約」が現在も継続してい
る44。現在、中国は北朝鮮にとって最大の貿易相手国であ
り、12（平成24）年における中国と北朝鮮の貿易総額は
過去最高を更新した。なお、11（同23）年における北朝
鮮の貿易総額に占める中国の割合は70％を超えており、
北朝鮮による中国依存は年々高まっていると指摘されてい
る。また、金正恩国防委員会第1委員長が12（同24）年
8月および11月に、北朝鮮を訪問した中国高官と会談す
るなど、金正恩体制への移行後も、中朝関係は政治・経済
を中心とした様々な分野において緊密であると考えられ

38　たとえば、北朝鮮は12（平成24）年11月12日付の労働新聞において、「米朝間の敵対関係を解消し、核問題を解決して朝鮮半島ひいては北東アジア
の平和と安定を成し遂げるためにはまず、朝鮮休戦協定を平和協定に変えなくてはならない」と主張していた。

39　一連の主張の中には、「（米軍の前哨基地である）横須賀、三沢、沖縄、グアムはもちろん、米本土もわれわれの射程圏内にある」（13（平成25）年3
月31日付「労働新聞」）、「日本の全領土は、われわれの報復攻撃対象となることを免れられない（その後に、東京、大阪、横浜、名古屋、京都の地名
を列挙）」（同年4月10日付「労働新聞」）など、在日米軍基地や日本の都市を列挙しつつ、北朝鮮による攻撃圏内にあるなどとするものもみられた。

40　10（平成22）年3月26日、韓国海軍の哨戒艦「天
チョ

安
ナン

」が北方限界線（NLL：Northern Limit Line）付近の黄海において沈没し、同年5月、米国、オー
ストラリア、英国、スウェーデンの専門家を含む軍民の合同調査団は、同艦は北朝鮮の小型潜水艦艇から発射された魚雷による水中爆発によって発生
した衝撃波とバブル効果により切断され沈没したとの調査結果を発表した。

41　10（平成22）年11月23日、北朝鮮は、韓国軍が黄海に面する延坪島沖において射撃訓練を行っているさなか、延坪島に向けて砲撃を行い、韓国側
に民間人を含む死傷者が発生した。

42　13（平成25）年1月には、北朝鮮の祖国平和統一委員会が、韓国に対し、「国連の制裁に積極的に加担する場合、強力な物理的対応措置がとられるだ
ろう」との声明を発表したほか、同年2月には、労働新聞が、「（核実験への対抗措置として韓国が制裁を強化すれば）無慈悲な報復を引き起こす」と
の論説を発表している。

43　13（平成25）年4月、北朝鮮は、南北経済協力事業として04（同16）年に操業を開始した開
ケ

城
ソン

工業団地（韓国との軍事境界線に近い北朝鮮南西部の
開城市に立地。多数の韓国企業が、北朝鮮労働者を雇用して操業）について、韓国人関係者の立入りを禁止し、その後、北朝鮮労働者を全て撤収させ、
事業を暫定的に中断すると発表した。13（同25）年5月には韓国側関係者も全て団地から撤収しており、同月現在、操業再開の見通しは立っていない。

44　締約国（中国、北朝鮮）の一方が軍事攻撃を受け、戦争状態に陥った際には、他方の締約国は、直ちに全力をあげて軍事およびその他の支援を与える
旨の規定が含まれている。

第Ⅰ部　わが国を取り巻く安全保障環境
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る45。北朝鮮の核問題については、中国は朝鮮半島の非核
化や六者会合の早期再開の支持を表明している。13（同
25）年2月の北朝鮮による核実験実施後には、核実験を
厳しく非難する声明を発表しているが、同時に、国連安保
理の反応は慎重かつ適度でなければならないとするなど、
関係各国の冷静な対応を継続して呼びかけており、同年3
月以降の北朝鮮による一連の強硬な主張に対しても、ほぼ
一貫して同様の姿勢を継続している。同年5月には、
崔
チェ・リョンヘ

竜海朝鮮人民軍総政治局長が金正恩国防委員会第1委
員長の特使として中国を訪問し、習

しゅう・きんぺい
近平中国共産党総書

記と会談しており、北朝鮮と中国の関係については、今後
とも注目していく必要がある。

（4）ロシアとの関係
ロシアとの関係は、冷戦の終結にともない疎遠になっ

ていたが、00（同12）年には「露朝友好善隣協力条約」
が署名された46。11（同23）年8月には、金正日国防委
員会委員長（当時）がロシアを訪問し、9年ぶりに露朝首
脳会談が行われ、ガス・パイプライン事業における協力な
どを進めることで合意したほか、金正恩体制への移行後の
12（同24）年9月には、北朝鮮のロシアに対する債務の
うち、90%を帳消しとする旨の協定に調印するなど、露
朝間は友好関係を保っている。一方でロシアは、特に13（同
25）年3月以降の一連の強硬な主張に対し、北朝鮮を非
難している。

北朝鮮の核問題については、ロシアは、中国と同様、
朝鮮半島の非核化や六者会合の早期再開の支持を表明して
いる。13（同25）年2月の北朝鮮による核実験実施後には、
核実験を非難する声明を発表しているが、同時に、北朝鮮
との正常な貿易・経済関係に影響を及ぼしかねない制裁措
置には反対するとも表明している。

（5）その他の国との関係
北朝鮮は、99（同11）年以降、相次いで西欧諸国など

との関係構築を試み、欧州諸国などとの国交の樹立47や
A
ASEAN Regional Forum

RF閣僚会合への参加などを行ってきた。また、イラン
やシリアといった国々との間では、北朝鮮からの武器輸出
や武器技術移転を含む軍事分野での協力関係が伝えられて
いる。

45　12（平成24）年8月には王
お う・か ず い

家瑞中国共産党中央対外連絡部長が、11月には李
り・け ん こ く

建国中国共産党政治局委員が、それぞれ北朝鮮を訪問し、金正恩国防委
員会第1委員長と会談している。また、同年8月には、張

チャン・ソンテク

成沢国防委員会副委員長が中国を訪問し、羅先経済貿易地帯と、北朝鮮西部の黄金坪・威化島
経済地帯の中朝共同開発プロジェクトに関する「中朝共同指導委員会」に出席したほか、胡

こ・き ん と う

錦濤国家主席（当時）などと会談した。
46　締約国（ロシア、北朝鮮）の一方に対する軍事攻撃の際には、他方の締約国は、直ちにその保有するすべての手段をもって軍事的またはその他の援助

を与える旨の従前の条約（ソ朝友好協力および相互援助条約）に存在した規定がなくなった。
47　たとえば、英国は00（平成12）年、ドイツは01（同13）年にそれぞれ北朝鮮と国交を樹立した。
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北朝鮮における金正恩体制の動向の特色とその安定性
北朝鮮では、11（平成23）年12月、長年にわたり最高指導者であった金

キム・ジョンイル
正 日国防委員会委員長が死去した

後、同委員長の三男とみられている金
キム・ジョンウン

正 恩国防委員会第1委員長を中心とする体制が整えられたが、主要ポスト
への就任による権力継承が短期間で行われたこともあり、同第1委員長がどのように権力基盤を構築していくかが
注目された。

その後、約1年半にわたり、北朝鮮は引き続き軍事力を重視し、特に「人工衛星」と称するミサイル発射や核
実験を含む挑発行為などにより朝鮮半島の緊張を高めつつ、権力基盤の構築・確立を進めてきたとみられるが、
その過程における内政面での動向の特色としては、以下のような点があげられる。

①　親しみやすい指導者像の構築と社会統制の維持・強化
体制移行後、金正恩第1委員長の肉声演説や、同第1委員長が人民と触れ合う様子を撮影した写真などが多

く公開されるようになっており、いまだ人民から尊敬されているとされる金
キム・イルソン

日成国家主席を模倣し、同国家主席の
ような親近感のある指導者像を作り上げようとしているといった指摘がある。

一方で、公安機関などを通じた社会統制は継続して行われており、最近はこのような統制が強化されていると
の指摘もある。
②　軍などにおける頻繁な人事の変動

体制移行後、12（同24）年7月に朝鮮人民軍総参謀長であった李
リ・ヨ ン ホ

英浩氏が、病気を理由に全ての職務から
解任されたのをはじめ、軍などにおける人事の変動が多く見られており、軍の中核ポストである総政治局長、総
参謀長、人民武力部長は同年中に全て交代している。また、内閣の部署の長のうち4分の1程度についても同
年中に交代が判明している。

さらに、軍高官の階級変動も多く見られる。たとえば、同年4月に軍総政治局長に就任した崔
チェ・リョンヘ

竜海氏は、同年
12月に次帥から大将への降格が判明し、13（同25）年2月に再び次帥への昇格が判明した。
③　経済問題などの強調

金正恩第1委員長による同年1月の「新年の辞」演説に
おいて、経済強国建設の転換的局面を開くことが同年のス
ローガンとして打ち出されるなど、北朝鮮は経済状況の改善
を重視しているとみられる。また、携帯電話の普及など情報
化が進展していると伝えられており、同第1委員長自身もコ
ンピュータ教育などを進める必要性に言及している。

一方で、現在も北朝鮮は深刻な経済難に直面しており、脱
北者も継続して発生している。また、情報化の進展は、住民
間のコミュニケーションや外部からの情報流入の促進につなが
る可能性もあり、社会統制や規制を機能させることで比較的
安定した社会秩序を維持してきたと指摘されている北朝鮮に
おいて、当局による社会統制に影響をおよぼす可能性もある。

このように、北朝鮮においては、体制の安定性に影響し得る様々な事象が生起しており、その影響について引き
続き注視していく必要がある。

コラム

解  説
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韓国・在韓米軍
1　全般
韓国では、13（同25）年2月に朴

パ ク・ク ネ
槿恵政権が発足した。

朴政権は、南北関係の改善には対話を通じた信頼構築が最
も重要という姿勢を示している。核問題については、北朝
鮮の核開発は断じて容認できず、国際社会とも協調しつつ
対応するとしているが、同時に、北朝鮮の非核化が進めば
経済協力を推進するという「朝鮮半島信頼プロセス」の履
行を目指している。また、韓国は北朝鮮の軍事的挑発行動
に対しては断固として対処していくとし、北朝鮮の脅威を
抑止・対処するための確固たる態勢を構築することの重要
性を強調している。

韓国には、朝鮮戦争の休戦以降、現在に至るまで陸軍
を中心とする米軍部隊が駐留している。韓国は、米韓相互
防衛条約を中核として、米国と安全保障上きわめて密接な
関係にあり、在韓米軍は、朝鮮半島における大規模な武力
紛争の発生を抑止する上で大きな役割を果たしている。現
在、両国は戦時作戦統制権1の韓国への移管などを通じて

「韓国軍が主導し米国が支援する」新たな共同防衛体制へ
の移行を進めており、これがどのように進展していくか注
目していく必要がある。

2　韓国の国防政策・国防改革
韓国は、全人口の約4分の1が集中する首都ソウルが

DMZから至近距離にあるという防衛上の弱点を抱えてい
る。韓国は、「外部の軍事的脅威と侵略から国家を守り、
平和的統一を後押しし、地域の安定と世界平和に寄与する」
との国防目標を定めている。この「外部の軍事的脅威」の
一つとして、かつては国防白書において北朝鮮を「主敵」
と位置づけていたが、現在では、「北朝鮮政権と北朝鮮軍
は韓国の敵」との表現が用いられている2。

韓国国防部は、05（同17）年、「兵力中心の量的軍構造」
から「情報・知識中心の質的軍構造」への転換のための計
画として、「国防改革基本計画2006-2020」を発表した3。
09（同21）年には、北朝鮮によるミサイル発射や核実験
実施といった情勢の変化などを踏まえ、兵力削減規模の縮
小や、北朝鮮の核およびミサイル施設への先制攻撃の可能
性などについて明示した「国防改革基本計画2009-
2020」を発表した。さらに、10（同22）年の韓国哨戒
艦沈没事件や延坪島砲撃事件などを受け、12（同24）年
8月には、北朝鮮への抑止能力の向上や、軍のさらなる効
率化を盛り込んだ「国防改革基本計画2012-2030」が発
表されており、現在、具体化に向けた取組が行われている4。

3　韓国の防衛力整備
韓国の軍事力については、陸上戦力は、陸軍22個師団

2

1　米韓両国は、朝鮮半島における戦争を抑止し、有事の際に効果的な連合作戦を遂行するための米韓連合防衛体制を運営するため、78（昭和53）年より、
米韓連合軍司令部を設置している。米韓連合防衛体制のもと、韓国軍に対する作戦統制権については、平時の際は韓国軍合同参謀議長が、有事の際に
は在韓米軍司令官が兼務する米韓連合軍司令官が行使することになっている。

2　韓国の「2012国防白書」では、北朝鮮について、「大規模な通常戦力、核・ミサイルなどの大量破壊兵器の開発と増強、哨戒艦攻撃・延坪島砲撃のよ
うな継続的な武力挑発などを通じ、韓国の安全保障に深刻な脅威を加えている。このような脅威が継続する限り、その遂行主体である北朝鮮政権と北
朝鮮軍は、韓国の敵である」と表現されている。

3　06（平成18）年に成立した国防改革に関する法律において、国防改革基本計画は、その策定後も、情勢の変化や国防改革推進実績を分析・評価し、修
正・補完を行うことが義務づけられている。

4　韓国国防部は、韓国軍を朝鮮半島の作戦環境に一致する「オーダーメード型の軍構造」に転換するため、北西島嶼地域の対処能力の大幅拡充、戦時作
戦統制権の移管に備えた上部指揮構造の改編、兵力削減と部隊改編の漸進的な推進、ミサイルおよびサイバー戦対応能力の大幅拡充などを行うとして
いるほか、「高効率の先進国防運営体制」を構築するため、効率化の推進、人材管理体系の改編、軍の福祉の向上および将兵の服務環境の改善を行うと
している。
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と海兵隊2個師団、合わせて約55万人、海上戦力は、約
190隻約19.3万トン、航空戦力は、空軍・海軍を合わせて、
作戦機約620機からなる。

韓国軍は、北朝鮮の脅威はもとより、あらゆる形態の脅
威に対応できる全方位体制を確立するとして、近年では、
海・空軍を中心とした近代化に努めている。海軍は、潜水艦、
大型輸送艦、国産駆逐艦などの導入を進めており、10（同
22）年2月には、韓国初の機動部隊が創設されている5。
空軍は02（同14）年以降進めてきたF-15K戦闘機の導
入を12（同24）年4月に完了させており、ステルス機能
を備えた次世代戦闘機事業の推進も予定されている。

12（同24）年10月、韓国政府は、北朝鮮の武力挑発
への抑止能力を高めるため、自ら保有する弾道ミサイルの
射程などについて定めたミサイル指針について、弾道ミサ
イルの最大射程を300kmから800kmに延伸することな
どを内容とする改定を行ったことを発表した。さらに、北
朝鮮の核・ミサイルの脅威に対応するため、ミサイル能力
の拡充6、ミサイル能力を発揮するための一連のシステム
の構築7、ミサイル防衛システム構築の進展8などに取り
組むこととしている。

また、韓国は近年、装備品の輸出を積極的に図っており、
12（同24）年の輸出実績は23.5億ドルに達し、輸出品
目についても通信電子や艦艇など多様化を遂げているとさ
れている。

なお、13（同25）年度の国防費（本予算）は、対前年
度比約4.2％増の約34兆3,453億ウォンとなっており、
00年（同12）年以降14年連続で増加している。

（図表Ⅰ-1-2-4参照）

図表Ⅰ-1-2-4  韓国の国防費の推移

（注）　1　09～12年度については、韓国の「2012国防白書」による。
　　　2　13年度については、韓国国防部報道資料による。
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4　米韓同盟・在韓米軍
米韓両国は近年、米韓同盟を深化させるため様々な取

組を行っている。09（同21）年6月の米韓首脳会談では、
米韓同盟の範囲を朝鮮半島からグローバルなものに広げる
とともに、両国間の協力を軍事面以外の他の領域に広げる

「包括的戦略同盟」化を盛り込んだ「米韓同盟のための共
同ビジョン」が合意された。さらに、10（同22）年10
月の第42回米韓安保協議会議において、米韓同盟の未来
ビジョンを実現するためのガイドラインである「国防協力
指針」などが盛り込まれた共同声明が発表されるなど、関
係の強化が図られている9。13（同25）年5月の米韓首
脳会談では、米韓相互防衛条約締結60周年を記念した共
同宣言が発出され、21世紀の安全保障上の課題に対応す
るため、同盟強化を継続することなどが確認された。

これに加え、米韓両国は、在韓米軍の再編や米韓連合
軍に対する戦時作戦統制権の韓国への移管などの問題に取
り組んでいる。在韓米軍の再編問題については、03（同

5　韓国初の機動部隊である第7機動戦団の任務は、シーレーンの防衛、北朝鮮に対する抑止、国家の対外政策の支援などとされている。
6　12（平成24）年4月、韓国国防部は、北朝鮮全域を攻撃可能な巡航ミサイルなどを独自開発し、実戦配備していると発表した。また、13（同25）年

2月には、12（同24）年10月のミサイル指針改定により保有が可能となった射程800kmの弾道ミサイルの開発を加速すると表明したほか、艦艇お
よび潜水艦から発射され、北朝鮮全域を攻撃可能な巡航ミサイルを実戦配備していると発表した。

7　韓国国防部はこのシステムを「Kill Chain」と呼称しており、ミサイル発射兆候の探知から識別、攻撃の決心、攻撃までが即時に可能なシステムとして
いる。

8　韓国は、06（平成18）年12月、独自のミサイル防衛体系（KAMD：Korea Air Missile Defense）の推進を表明しており、15（同27）年までを目
標にシステムの構築を進めていると伝えられている。一方、韓国国防部は、米国のミサイル防衛システムへの参加を否定し、あくまで独自のシステム
を構築することを強調しており、米韓の脅威認識の違いなどがその理由として伝えられている。

9　これらのほか、10（平成22）年7月および12（同24）年6月には、米韓外務・防衛閣僚協議（「2+2」）が開催されており、12（同24）年6月の協
議では、両国は北朝鮮のミサイル脅威に対する防衛態勢強化のための方策の追求、サイバー問題に関する対話メカニズムの設置などで合意した。
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15）年、ソウル中心部に所在する米軍龍
ヨンサン

山基地のソウル
南方の平

ピョンテク
沢地域への移転や、漢

ハ ン ガ ン
江以北に駐留する米軍部

隊の漢江以南への再配置などが合意されたが、平沢地域へ
の移転は、遅延している模様である10。また、15（同
27）年12月1日に予定されている戦時作戦統制権の韓国
への移管11については、10（同22）年10月、移管のた
めのロードマップである「戦略同盟2015」が策定されて
いる。在韓米軍再編や戦時作戦統制権の移管完了後、韓国
防衛は、従来の「米韓軍の連合防衛体制」から「韓国軍が
主導し米軍が支援する新たな共同防衛体制」に移行するこ
ととなり、在韓米軍の性質にも大きな影響を与えるものと
考えられる。

5　対外関係
（1）中国との関係

韓国と中国との間では、艦艇の相互訪問が行われるな
ど軍事交流を進展させるための努力がなされている。08

（同20）年5月の韓中首脳会談において、両国は韓中関係
を従来の「全面的協力パートナーシップ」から「戦略的協
力パートナーシップ」に格上げすることに合意した。12（同
24）年7月の韓中国防戦略対話では、軍事交流に関する
覚書の締結や、両国の国防当局間のホットライン設置の合
意がなされている。

（2）ロシアとの関係
韓国とロシアとの間では、近年、軍高官の交流などの

軍事交流が行われているほか、軍事技術、防衛産業、軍需
分野の協力についても合意されている。08（同20）年9
月の韓露首脳会談では、今後の両国関係を「戦略的協力パー
トナーシップ」に格上げすることで合意した。12（同
24）年3月には初の韓露国防戦略対話が開催され、同対
話を定例化することで合意している。

（3）海外における活動
韓国は、93（同5）年にソマリアに工兵部隊を派遣し

て以来現在まで、様々な国連平和維持活動（
UN Peacekeeping Operations

PKO）に参
加している。09（同21）年12月には、PKOへの派遣要
員を現行の水準から大幅に拡大する方針を明らかにし12、
10（同22）年7月には海外派遣専門部隊である「国際平
和支援団」を創設している。

韓国は、アフガニスタンで活動している韓国の地方復
興チーム（

Provincial Reconstruction Team
PRT）要員の警護を目的として軍部隊を派遣

しているほか、海軍艦艇をソマリア沖・アデン湾に派遣し、
韓国船舶の護送および連合海上部隊（

Combined Maritime Forces
CMF）の海上安全

活動（
Maritime Security Operation

MSO）に従事させている。11（同23）年1月か
らは、アラブ首長国連邦（

United Arab Emirates
UAE）軍特殊部隊に対する教

育訓練支援、共同訓練、有事における韓国国民の保護など
を目的として、韓国特殊戦部隊を同国に派遣している13。
さらに、12（同24）年9月、国連南スーダン共和国ミッショ
ン（

United Nations Mission in the Republic of South Sudan
UNMISS）への部隊派遣が国会の同意により決定され、

13（同25）年3月以降、工兵部隊を中心とする部隊を南スー
ダンに派遣している。

 

10　米国は、在韓米軍に関し、漢江以南への再配置を2段階で進めるとの合意（03（平成15）年6月）や約3万7,500人の人員のうち1万2,500人を削減
するとの合意（04（同16）年10月）などに基づき、その態勢の変革を進めているが、人員については、08（同20）年4月の米韓首脳会談において、
現在の2万8,500人を適切な規模として維持することで合意された。

11　07（平成19）年、両国は12（同24）年4月に米韓連合軍司令部を解体し戦時作戦統制権を韓国に移管することとしたが、10（同22）年6月、移管
時期を15（同27）年12月1日に延期することで合意した。韓国国防部は、移管時期延期の背景について、①北朝鮮の軍事的脅威の増加など朝鮮半島
の安全保障環境が変化したこと、②12（同24）年は韓国大統領選挙をはじめ朝鮮半島周辺諸国で指導部が交代する時期であること、③移管時期の調
整が必要であるという国民的な要求と、将来の軍事能力を具備するための財政条件等を反映したことなどを挙げている。

12　韓国は、韓国軍のPKOへの参加を拡大するための法的・制度的基盤を整えるとしており、09（平成21）年12月には、国際連合平和維持活動参加に関
する法律を制定している。

13　韓国は、09（平成21）年12月に原子力発電所の建設をUAEから受注しており、11（同23）年3月には、李明博大統領（当時）出席のもと、UAEに
おいて原子力発電所の起工式が行われている。
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